
　
岐
阜
県
は
、
街
の
美
観
を
維
持 

す
る
た
め
、
屋
外
広
告
物
法
の
一 

部
（
違
法
広
告
物
の
簡
易
除
去
） 

に
つ
い
て
、
構
造
改
革
特
別
区
域 

法
に
基
づ
い
た
特
例
措
置
の
適
用 

を
受
け
ま
し
た
。 

　
土
岐
市
に
お
い
て
も
、
市
内
の 

六
区
域
（
次
頁
図
参
照
。
以
後
、

特
定
区
域
と
呼
ぶ
）
に
つ
い
て
、

昨
年
十
二
月
十
八
日
に
、
そ
の
適

用
を
受
け
ま
し
た
。 

　
こ
の
適
用
を
受
け
た
こ
と
で
、

特
定
区
域
内
で
、
市
役
所
が
除
去

で
き
る
違
法
広
告
物
の
種
類
拡
大

と
要
件
が
緩
和
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。 

     

①
違
法
な
は
り
紙
は
除
去
で
き
る
。 

②
違
法
な
は
り
札
（
ベ
ニ
ヤ
板
・ 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
板
・
そ
の
ほ
か
こ 

れ
ら
に
類
す
る
も
の
に
紙
を
は
っ 

た
も
の
）
、
立
て
看
板
（
木
枠
に 

紙
や
布
を
は
っ
た
も
の
、
ベ
ニ
ヤ

板
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
板
・
そ
の
ほ

か
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
に
紙
を

は
っ
た
も
の
）
の
う
ち
、
表
示
さ

れ
て
か
ら
相
当
の
期
間
を
経
過
し

（
一
カ
月
）
、
か
つ
、
管
理
さ
れ

ず
に
放
置
（
五
日
程
度
）
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
に
つ

い
て
は
除
去
で
き
る
。 

    

●
前
述
の
②
に
つ
い
て
、
一
カ
月 

ほ
ど
経
過
し
な
け
れ
ば
除
去
で
き 

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
特
定
区
域
内 

で
は
速
や
か
に
除
去
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。 

●
容
易
に
取
り
外
す
こ
と
が
で
き 

る
状
態
で
、
工
作
物
な
ど
に
取
り 

付
け
ら
れ
て
い
る
「
は
り
札
類
」 

「
立
て
看
板
類
」
「
広
告
旗
」
も 

除
去
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

※
以
前
、
違
法
な
は
り
紙
・
は
り 

　
札
・
立
て
看
板
の
一
部
は
除
去
　

　
で
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
、

　
直
接
塗
装
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
板
・

　
金
属
板
の
ほ
か
、
の
ぼ
り
旗
・ 

　
置
き
看
板
・
ラ
ッ
ク
な
ど
、
よ 

　
り
多
く
の
種
類
が
対
象
と
な
り 

　
ま
す
。 

※
特
定
区
域
以
外
は
、
以
前
と
同 

　
様
の
取
り
扱
い
と
な
り
ま
す
。 

       

　
こ
の
制
度
に
つ
い
て
、
土
岐
市 

で
は
、
平
成
十
六
年
度
か
ら
順
次 

実
施
し
て
い
き
ま
す
の
で
、
放
置 

し
て
い
る
広
告
物
（
は
り
紙
、
は 

り
札
類
、
立
て
看
板
類
、
広
告
旗
）

な
ど
は
、
市
役
所
都
市
計
画
課
で 

申
請
し
て
許
可
を
得
る
か
、
各
自 

で
撤
去
し
て
く
だ
さ
い
。 

※
申
請
さ
れ
て
も
、
許
可
で
き
な 

　
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。 

   

　
屋
外
広
告
物
を
表
示
す
る
た
め 

に
は
、
あ
ら
か
じ
め
許
可
を
受
け 

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、 

手
数
料
が
必
要
で
す
。
（
一
部
除

外
あ
り
。
） 

◇ 

　
詳
し
く
は
、
都
市
計
画
課
（
内 

線
３
１
２
）
へ
ど
う
ぞ
。 
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特
定
区
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内
で
、

特
定
区
域
内
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、市
役
所
が
除
去
で
き
る

市
役
所
が
除
去
で
き
る

違
法
広
告
物
の
種
類
拡
大
と
要
件
が
緩
和
さ
れ
ま
し
た

違
法
広
告
物
の
種
類
拡
大
と
要
件
が
緩
和
さ
れ
ま
し
た

制
度
へ
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を

制
度
へ
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を 

 

以
前
、
市
役
所
が
除
去
で
き
た

以
前
、
市
役
所
が
除
去
で
き
た

違
法
広
告
物
の
種
類
と
要
件

違
法
広
告
物
の
種
類
と
要
件

（
全
市
内
で
適
用
）

（
全
市
内
で
適
用
） 

 

（
特
定
区
域
に
限
る
）

（
特
定
区
域
に
限
る
） 

 

こ
れ
か
ら
は
、

こ
れ
か
ら
は
、

　
　
　
こ
う
な
り
ま
す

　
　
　
こ
う
な
り
ま
す

事
業
所
な
ど
の
皆
さ
ん
へ

事
業
所
な
ど
の
皆
さ
ん
へ

制
度
へ
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を 

 

屋
外
広
告
物
の
多
く
は
、
許
可

屋
外
広
告
物
の
多
く
は
、
許
可 

お
よ
び
手
数
料
が
必
要
で
す

お
よ
び
手
数
料
が
必
要
で
す 

はり紙

速やかに除去可能 

以　前以　前 以　前 

特
定
特
定 

区
域
区
域 

特
定 

区
域 

はり札

一定期間経過後に除去可能 

以　前以　前 以　前 

特
定
特
定 

区
域
区
域 

特
定 

区
域 

はり札類

除去不可 

以　前以　前 以　前 

特
定
特
定 

区
域
区
域 

特
定 

区
域 

立て看板

一定期間経過後に除去可能 

以　前以　前 以　前 

特
定
特
定 

区
域
区
域 

特
定 

区
域 

立て看板類

除去不可 

以　前以　前 以　前 

特
定
特
定 

区
域
区
域 

特
定 

区
域 

広告旗

除去不可 

以　前以　前 以　前 

特
定
特
定 

区
域
区
域 

特
定 

区
域 

（プラスチック板などに印刷したもの） （置き看板な看板など） 

〜
街
の
美
観
を
保
つ
た
め
に
〜
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域
内
で
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特
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区
域
内
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、市
役
所
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る

市
役
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が
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き
る

違
法
広
告
物
の
種
類
拡
大
と
要
件
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緩
和
さ
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ま
し
た

違
法
広
告
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の
種
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拡
大
と
要
件
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緩
和
さ
れ
ま
し
た

特
定
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域
内
で
、
市
役
所
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除
去
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き
る

違
法
広
告
物
の
種
類
拡
大
と
要
件
が
緩
和
さ
れ
ま
し
た

以
前
、
市
役
所
が
除
去
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以
前
、
市
役
所
が
除
去
で
き
た

違
法
広
告
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の
種
類
と
要
件

違
法
広
告
物
の
種
類
と
要
件

こ
れ
か
ら
は
、

こ
れ
か
ら
は
、

　
　
　
こ
う
な
り
ま
す

　
　
　
こ
う
な
り
ま
す

事
業
所
な
ど
の
皆
さ
ん
へ

事
業
所
な
ど
の
皆
さ
ん
へ

以
前
、
市
役
所
が
除
去
で
き
た

違
法
広
告
物
の
種
類
と
要
件

こ
れ
か
ら
は
、

　
　
　
こ
う
な
り
ま
す

事
業
所
な
ど
の
皆
さ
ん
へ

（
全
市
内
で
適
用
） 

 

（
特
定
区
域
に
限
る
） 

 

屋
外
広
告
物
の
多
く
は
、
許
可 

お
よ
び
手
数
料
が
必
要
で
す 

（
速
や
か
に
除
去
可
能
） （プラスチック板などに印刷したもの） （置き看板など） 



11 広報 

　市が発注する建設工事や物品の購入・修繕などの契 
約は「公正と機会均等」、「経済性の確保」に基づき 
締結されます。 
　このため、市では契約手続きを公開して不正行為を 
防ぎ、誰でも参加できるようにし、さらにできるだけ
有利な条件で契約を締結することにしています。 
　しかし、誰でも参加する機会が与えられるといって
も、入札参加者の資力・信用・技術などが不足してい
る場合には、市としては契約を締結することができま
せん。 
　そこであらかじめ、契約能力を審査するため、平成 

16・17年度に市が発注する建設工事や物品の購入・修 
繕などの入札に参加希望の方は、次の通り資格審査の 
申請をしてください。 
　市では、これをもとに事前審査を行い、指名に必要 
な名簿を作成し、この中から契約内容や参加者の能力 
などを判断して、一般（指名）競争、あるいは随意に 
より契約を行います。 
 
 
　◆日時　２月２日（月）～２月13日（金）午前９時～ 
正午、午後１時～午後４時 
　◆場所　文化プラザ２階・第３練習室 
　◆提出書類　　詳細は、土岐市ホームページに掲載 
しています。　　ホームページ（アドレスhttp://www. 
city.toki.gifu.jp/webc＿toki/index.htm) から、申請書な　  
どのダウンロードも可能です。　　申請書などは、総 
務課契約係でもお渡しします。 
　　　　　　　　　　◇ 
　詳しくは、総務課契約係（内線222 ･223) へどうぞ。 

《資格審査申請の受け付け》 

入札参加
資格審査申請

△
 △
 

△
 

入札参加
資格審査申請

■：地区① 
■：地区② 

特定区域図 

に受け付け 

市役所 

図書館 

土
岐
市
駅
 

浄化 
センター 

核融合 
科学研究所 

文化プラザ 

市立総合病院 

斎苑 
美しが峰 

西部支所 

陶史の森 

駄知支所 

 道の駅 
どんぶり 
　会館 

ＪＲ中央本線 
至瑞浪 

至多治見 

総合公園 
ウエルウェア土岐 

地区③ 

地区⑥ 

地区④ 

19

《
特
定
区
域
の
範
囲
》 

 

●地区①＝泉町の国道19号線以北の住専地区 
●地区②＝ＪＲ土岐市駅周辺および泉町北部の住専地区まで 
●地区③＝県道武並土岐多治見線の道路中心線から片側20ｍ区間の両側分（主要地方道土岐足助線との交差点以東） 
●地区④＝主要地方道土岐足助線の道路中心線から片側20ｍ区間の両側分（起点より妻木町のバイパスまで） 
●地区⑤＝主要地方道多治見恵那線の道路中心線から片側20ｍ区間の両側分（県道下石笠原市之倉線との交差点以東） 
●地区⑥＝主要地方道土岐停車場細野線の道路中心線から片側20ｍ区間の両側分（県道武並土岐多治見線との交 
　　　　　差点より駄知町内市道62381号線との交差点部まで） 

N

地区⑤ 


